
資料６

相談支援連絡会からの報告

○ 相談支援連絡会での課題について，以下のとおり報告する。

・ 相談支援の課題について



相談支援の課題について
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項目 課題

（Ⅰ）相談支援の課題 ○ サービス調整をする為に，各事業所へ連絡をするだけに終わっていな
いか，家族の意向もそうであるが，本人の意思確認も行った上での提供を
行っているか（自分の意思を表現することができない利用者も多い）などの
疑問。

○ 単身生活者において，生活保護費や年金などを浪費してしまうケースが
あり，他者の支援を受けながら金銭や書類などの管理をしていく必要性をど
う理解してもらえるかが課題。

○ ピアカウンセリング・自立生活プログラム（委託相談事業の予算では独
自に集中講座を企画することが困難）の問題。

○ 区のケースワーカーとの役割分担又は協働する部分の棲み分け。

○ 受給者証・利用証を支給してからの相談ではなく，その前に一緒に話を
聞くことが必要。

○ 施設入所支援についても申請を出してしまう前に話を聞くことが必要。

○ 日常業務を抜けて個人的な研修参加等による研鑽だけでは，その研修
の必要度・有効性等判断しきれず限界があり，現任研修だけでは不十分に
感じるが、現任研修のように参加が義務付けられるようなものが必要。また，
実行性のあるステップアップしていける体系的な研修プログラムが必要。



項目 課題

（Ⅰ）相談支援の課題 ○ 本当に最適だったのかの答えはいつでるのか。

○ 本人へのサービス利用に対し家族が消極的な場合のアプローチ。

○ 介護保険のケアマネ的役割を担いきれていない。

○ 要相談者にとって，必要な相談支援にたどり着けているのか，適切な
サービスを提供できているのか疑問。

○ 精神障がい者への支援の立ち遅れを感じる。支援の方策の検討も必要。



項目 課題

（Ⅱ）サービス量の問題 ○ 在宅生活を支援していくにあたり，短期入所やガイドヘルプなど家族の
レスパイトを主とした相談を受けることが多いが，短期入所などは提供する
事業所が限られているので，調整が困難。

○ 資源不足の為，利用者のニーズに対応しきれず，次に繋げられない。

○ 地域活動支援センターの受け入れ状況が把握できていない。

○ 精神障がいの方の地域移行に対し居場所が少ない。

○ 相談を受けながら，同時に心理的支援，行動的支援をする場が少ない。
親と離して訓練できる通過的訓練の場が必要。

○ 行動障害（知的に重い人も軽い人も）と向き合える場が少ない。短期的
な利用者の受け入れが困難。



項目 課題

（Ⅲ）サービス体系の課題 ○ 入院時の介助の手だて，胃ろう，人工呼吸器の吸引行為，インシュリン
注射など，重度訪問介護事業を積極的に提案できない。

○ 単身者への短期入所支給。

○ 施設入所者への移動支援支給。



項目 課題

（Ⅳ）関係機関との連携の課題 ○ 区や病院からの利用者の情報（アセスメント）不足。

○ 大人の支援を通して，幼児期・学齢期のかかわりの大切さを痛感。特に
学齢期の支援として、学校との連携が不可欠。特別支援学校は理解が進ん
できているが，特別支援学級の問題は大きい。

○ 教育や，保健，労働等，他の相談機関とうまく連携して(ニーズの切り分
けをして)対応できたという事例を共有を行いたい。



項目 課題

（Ⅴ）認知度の問題 ○ 事業所の認知度が低い為，問題を抱えていてもそれを相談できずにい
るというケースを把握していない現状であり，関係機関との連携による情報
の収集と，相談者へのアプローチが自分の大きな課題。

○ ケアマネジメントをお願い出来る所や相談できる場所がないという話が
あり，相談支援の認知度が低いと感じ，相談支援について内容的なものを
福祉関係者に周知しなければならい。



項目 課題

（Ⅵ）要望 ○ 昨年度に新潟市の相談支援体制を議論したが，２２年度も継続して議
論を行いたい。

○ 昨年度は先進県の自立支援協議会，相談支援体制について，先進地を
視察してきたが，今年度も継続して他の先進県の視察を行いたい。



項目 課題

（Ⅶ）その他 ○ 精神科退院後の再入院の難しさ。

○ 公共交通機関の整備，福祉有償運送に頼らない移動手段。

○ 権利擁護（通帳管理，投票権，無権代理）の問題。

○ 福祉的就労以外の一般就労（共同連，共作連等団体の提案）の問題。

○ 就学問題（養護学校義務制の元，普通学校に行きたいと願う選択肢の
保障，卒業後の進路）。

○ 精神科Ｄｒの往診ができないか。
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